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1 農地の相続と相続登記・相続届出義務について

所有者不明農地対策事業作成資料

（１）不動産登記と相続の届出義務化（R6.4.1〜）
日本の不動産登記法では、土地や家屋を取得した際は、法務局へ登記を行うことで

第三者に対し権利を主張できる（＝対抗力を得る※）とされています。
不動産の取得は売買や贈与、相続などにより発生しますが、このうち、相続につい

ては、相続人の意思による取得ではなく、登記の義務についても明確でなかったため、
必要性を認識していなかったり、その手続きの手間暇や費用・税負担から相続登記を
行わず、亡くなられた方の名義のままとなっている土地が九州本島の面積にまで増え
土地取引や災害復興に支障を及ぼすケースが目立つようになってきました。
このため、令和３年に民法や不動産登記法等を改正。この一連の改正の中で令和６

年４月１日より相続登記が義務化されることとなりました（相続したことを知った日
から３年以内及び施行日以前のものは令和９年３月31日まで）。農地を相続した場合、
登記は農地を管轄する法務局へ、以下の書類を添えて申請します。
・被相続人の連続した戸籍謄本類
・相続人の戸籍謄本
・該当する農地を相続する相続人の住民票
・遺言書もしくは遺産分割協議書 など
なお、相続しない場合は、相続が始まってから３カ月以内に、家庭裁判所に相続放

棄の申し立てを行うことで相続を放棄することができます。ただし、相続放棄は全て
の財産を放棄することを意味し、例えば預貯金や住居などは相続して、農地や山林だ
けを相続放棄はできません（後述の「相続土地国庫帰属制度」を活用すると先の事例
のような選択的相続が可能となる点に留意）。
※不動産登記を行うと第三者対抗力を得られますが公信力はない、すなわち正しい所
有者を保証するものではありませんのでご注意ください。

（２）農地の相続等の届出義務（H21.12.15〜）
農地の権利移動については、農地法の許可等の制約がありますが、相続については、

相続人の意思による取得ではなく、被相続人の死亡に伴う財産・地位の継承となるた
め、農地法においても許可の対象外となっており、農業委員会が整備する農地台帳で
も、こうした農地法の許可を経ない農地の権利移動が正確な農地情報の把握に支障を
及ぼすようになっていました。
このため平成21年の農地法改正により、以下の理由で農地の権利を取得した場合、

権利を取得したことを知った日から、概ね10カ月以内の農業委員会へ届出が義務づけ
られました（農地法第３条の３）。
・相続（遺産分割、包括遺贈及び
相続人に対する特定遺贈を含む）

・法人の合併・分割
・時効取得 等

※届出をしなかったり虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処せられます（農
地法第69条）が今のところ全国に適用事例はありません。農業委員会としては罰則を
適用させるというよりは、農地情報を正確に把握できるよう、農業委員会受付窓口や
死亡届出受付窓口、農業委員会だより等で届出義務の周知を行うことが大切です。
また、本届出については制度の趣旨からしても、必ずしも遺産分割協議や名義変更

が済んでからではなく、それらが未済でも届出いただくよう周知することが大切です。

相続人以外への相続人に対する

許可不要許可不要包括遺贈
許可 要許可不要特定遺贈

相続人全員の実印と印鑑登録
証明書が必要

【詳細版】
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農地の相続時の手続き・対応一覧

□相続登記が完了したら…
①農地として利用（自ら耕作、又は他者へ売渡・貸付）
②農地転用して利用
（農業上の利用に支障が少ない場所で、農地以外の具体的な利用計画があれば）
※特に非農家の方には、利用せず放置すると遊休化し、指導対象になる場合がある旨注意喚起

□相続したことを知ったら…
①法務局での相続登記（３年以内）
②農業委員会への相続届出（概ね10カ月以内）
③（相続放棄するなら）家庭裁判所へ相続放棄の申立（３カ月以内）
※①②はそれぞれ義務（いずれも10万円以下の過料罰則付き）であることに注意
※価格が100万円以下の土地に係る相続登記等について登録免許税の免税措置あり（R9.3.31迄）

□遺言書がなく、遺産分割協議も整わない等で相続登記ができない場合
【法務局への対応】

①正当な理由（＊）がある場合→相続登記申請義務化の対象外
＊相続人が極めて多数に上る、遺言の有効性が争われる、重病、DV被害者等、

経済的に困窮している、その他相続登記できないやむを得ない事情がある場合
②相続人申告登記（令和6年4月１日から制度創設）

相続人の一人であることを名義人と申出人の相続関係が分かる戸籍などわずか
な書類の提出のみで行える簡易な報告的登記。本制度を利用すると相続登記の義
務を履行したものとみなされる。登録免許税は不要。
※ただし、通常の相続登記ではなく、遺産分割が完了した場合は登記が必要

【農地についての対応】
①（相続人のうち１人以上による）農地利用（自作）

＊他の共有名義人が名乗り出ない誓約書があれば水田経営安定対策の経営面積に当該面積
も参入可

②持ち分の過半同意による農地の貸付け ※詳しくは18頁参照
③「所有者不明農地制度」による貸付け ※詳しくは19頁〜参照

＊法定相続人１人以上の申出or所有者不明等で遊休農地化の恐れがある場合
④相続人全員同意による売却
（参考）

①
②

法務省：相続登記の申請義務化特設ページより抜粋

農業委員会
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法務省：相続登記の申請義務化に関する概要資料より抜粋【相続登記義務化フライヤー】

R6.4.1以前からの相続
未登記農地も対象
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予約してから相談！

（前頁からの続き）
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農地相続ポータル：農林水産省より抜粋【相続時の届出チラシ】

・・・・・・・・
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【相続時の届出様式（農地法３条の３）】

6



（参考）不動産登記の種類と留意点
登記とは、重要な権利や義務などを社会に向けて公示し、それらを保護した上で取引を

円滑にするためのもので、商業登記や不動産登記などが代表的なものです。
登記をすることにより、第三者に対して権利を主張したり（＝対抗力を得る）、社会から

の一般的な信用を得たりすることができます。
不動産登記には、不動産の物理的現況を明らかにする「表示に関する登記」と、対抗力を

得るためにする「権利に関する登記」、権利に関する登記の予備的な登記としての「仮登
記」があります。
＜表示に関する登記＞

表示に関する登記には、表題登記、地目変更登記、土地分筆登記などがあり、土地分筆登
記は義務ではありませんが、表題登記や地目変更登記は１か月内の申告義務があり、違反し
た場合は10万円以下の過料に処せられます。⇐今般の法改正で厳格化の可能性に注意︕
＜権利に関する登記＞

権利に関する登記には、所有権移転登記、抵当権設定登記などがあり、以前は義務ではあ
りませんでしたが、今回の改正で相続登記、氏名・住所等変更登記が義務化されました。
＜仮登記＞

登記の順位を保全するだけの登記であり、登記申請の手続上の条件が欠けている所有権移
転仮登記（１号仮登記）と、実体上の条件が欠けている所有権移転請求権仮登記（２号仮登
記）があり、農地法の許可を得ていない場合などは後者にあたります。

なお、判例では仮登記付きの農地について出された３条許可も有効というのが通説ですが、
トラブル回避のために仮登記の存在について譲受人に注意喚起することが賢明です。

また、農地バンクは、仮登記や差押えのある農地の契約は不可。抵当権や根抵当権の記載
がある場合は、執行可能性を確認し、懸念があれば契約書に明記し、予め受け手の了承を得
ることとしていますので申し添えます。

（前頁からの続き）
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（３）農地の相続等と税金 農地に関する税制特例について：農林水産省より抜粋

①相続税納税猶予制度
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②贈与税納税猶予制度
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Ｑ 農地を相続ではなく生前のうちに贈与したい相談があるけど・・・
どう答えたらいい？

③相続時精算課税制度

A 相続人が農業を営んでいる場合又は当該農地を転用して相続人に渡す場合は
当然生前に贈与できるとして、問題は遠方に住む家の後継者に財産として農地
を引き継ぎたいという相談。これについては１年以内に帰郷して営農する見込
みがなければ農地の権利取得はできないというのが回答です。
なお、贈与は相続に比して税の負担割合が多くなりますので、継承財産が多

額になるような場合は、相続税納税猶予制度や相続時精算課税制度などの活用
を助言してください（詳しくは税理士等専門家にご相談ください）。
また近年、農地の所有者が認知症になってしまい当該農地をめぐるトラブル

の相談も寄せられます。現在のところ農地法では民事信託（家族信託）による
所有権移転が原則として認められていないことから判断能力が完全に喪失され
た場合の対応は相続を待たないと困難な一方、認知症にり患したことが直ちに
判断能力の喪失とはならず、判断能力がある限り各種法律行為を行うとは可能
ですので念のため申し添えます（こうした事案が発生した際は、市町村の法務
担当部局等へご相談ください）。
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２ 所有者不明農地の現状と対応策について
（１）所有者不明農地とは︖

相続登記がされていないこと等により、
・不動産登記簿による所有者が直ちに判明しない農地
・所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない農地
を言います（＝相続未登記農地。国はこれらの総称を所有者不明農地としてい
ますが、本県農地バンクでは所有者が不在の農地を所有者不明農地、過半同意
取得が難しいが相続人が１人でもいる農地を共有者不明農地と名付けていま
す）。

また、これら相続未登記農地は全国で49万7千ha（全農地の9.7％）、本県
は全国ワースト１で30,475ha（全農地の21.3％）となっています。

なお、相続未登記農地のうち遊休農地となっているのは、全国4.4％、本県
5.1％です。

なお、県農村振興課のまとめで、相続未登記のおそれがある農地（住民基本
台帳上ではその生死が確認できず、相続未登記となっているおそれのある農
地）を含めた、本県の相続未登記農地等は54,454ha（全農地の38.1％）で、
相続登記の義務化（令和６年４月１日施行）以前の３年前（令和４年3月末時
点）の56,877ha（39.9％）から微減しています。

農林水産省調べ
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（２）所有者不明（相続未登記）農地の問題点
農地の所有者（登記名義人）が死亡した際に、

登記をそのままにしておくと、相続人全員の共有
となり、その後、相続が繰り返されると共有者が
ねずみ算式に増えていくことになります。

また、派生して以下の問題も生じています。
・農地が管理されないことによる周辺農地への
悪影響（比較的少ない︖今後は︖︖）
・農地所有者（又は相続人）の探索・同意取得
に多くの時間と労力、費用の発生 など

・・・・・

（３）対応策
1)相続登記を行い、所有者を確定する

相続登記が義務化された今日、今後発生する相続に関しては、相続登記を
行い所有者を確定させることが、後世の土地利用に禍根を残さないためにも
最も重要です。

相続は遺言があれば遺言が優先され、なければ法定相続となります。
遺言は公証人役場で作成する公正証書遺言のほか自筆作成も可能であり、

自筆証書遺言は１件3,900円で法務局へ預けることが可能（法務局で保管す
ると家庭裁判所での検認が不要かつ死亡時の通知制度を利用可）です。

なお、相続や遺言書等の一般的な書籍には「法定相続分や遺留分に配慮す
る」との記載例が多いですが、農家の場合、財産の多くが農地や農業用施
設等のため、こうした記載があると農業経営の継続に必要な財産までも分
割せざるを得ない状況になる危険性があるため、生前のうちによくよく話し
合って作成することが大切です。

①法定相続分とその割合

※同順位の相続人が複数人いる場合は、その人数で均等に分ける。
※兄弟姉妹は「再」代襲相続は認められていないので甥姪の子が相続人になることはない。

相続放棄した者の子についても相続人となることはない。
②寄与分

相続人のなかに「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、
被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加に
ついて特別の寄与をした」相続人がいる場合

相続財産の総額から寄与分相当額を控除した残りを法定相続分で配分
③遺留分

遺言書による相続分の指定に不満のある相続人は「遺留分の侵害額請
求」を行う権利があります。遺留分は法定相続分の1/2（相続人が直系尊
属のみの場合は1/3、兄弟姉妹にはありません）であり金銭債権化が原則
です。遺留分の請求権は行使を申し立てた者のみ有効で、一括で支払えな
い場合、相手方の承諾が得られれば分割もしくは支払い延期が、承諾が得
られない場合も裁判所の判断によって全部又は一部の期限を延ばすことが
可能です。名義変更後はその所有者単独で自作、他者への貸付（最大50年
（民法第604条第1項）・売却が可能

兄弟
姉妹

直系
尊属子配偶者法定相続人の状況

−−−1配偶者のみ（第1〜3順位の相続人がいない）の場合

−−1/21/2子がいる場合

−1/3−2/3直系尊属（子がいない）の場合

1/4−−3/4兄弟姉妹（子・直系尊属がいない）の場合
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2)所有権持ち分の過半同意により貸し付ける
遺産分割協議が整わない等で相続登記できない場合、次善の策として共有

持分の過半の同意が得られれば、農地の貸付が可能です（農地法:５年以内
（※）、バンク法:40年以内）。

なお、バンク法の場合、相続関係説明図又は所有権持ち分表（下表参照）
の添付が必要です。
※民法では5年以内の貸借は管理行為に該当し、その際の共有者の同意は過半で足りる
とされているため農地法では５年以内となり、法定更新が適用されないよう期間満了の
日の１年前から６カ月前までの間に相手方に対し更新拒絶の通知が行う必要があります
（法定更新されると、従前の条件で「期間の定めのない」貸借契約に移行することとな
ります。このため、農地法の賃貸借自体が軽微変更に該当しないとの見解もあります）。

（R7.4.23 農地中間管理事業推進担当者会議にて提案）表）
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3）所有者不明農地制度により利用する

相続登記の義務化以前から未登記状態が続き、相続人がねずみ算式に増え
共有持分の過半同意による貸付も困難な場合、平成30年11月より創設され
た「所有者不明農地制度」により農地バンクを経由した貸借ができます。
(1) 法定相続人である共有者の１人以上の申し出・相談【バンク法】又は、
(2) 所有者が全く不明、共有者の中に反対者がいて遊休農地化するおそれが

ある場合【農地法】※農地法とは知事裁定手続き。農地の貸借はバンク法で実施
の２通りあり、いずれの場合も農業委員会による探索（探索の範囲は登記名
義人の配偶者と子に限る※）と公示（２カ月間）を経た後、農地バンクを経
由した貸付となります（最長40年、ただし(2)は全期間分の借賃相当の補償
金を一括で供託する必要に留意）。
※探索の範囲は、登記名義人の配偶者と子までの範囲に限定されていますが、農業委員
会は”相当な努力が払われたと認められる方法“で不確知共有者に関する情報を探索する
必要があり、判明している相続人や農地台帳により判明した権利者、当該農地の占有者
など知れたる共有者の聞き取りが必要とされていることにも留意が必要。
⇒令和７年度所有者不明農地対策事業等での取組を踏まえ、県や農地バンクとも調整の

うえ制度利用の簡素化のための「誓約書（参考例）」（30〜32頁参照）活用を提案

令和５年４月の一部改正で公示期間︓半年→２か月、利用権設定期間︓最大20年→40年へ
（所有者不明農地制度の概要）

所有者不明農地の活用について：農林水産省より
抜粋・加工

供託金は利用権設定
する全期間分を一括

共有持分の1/2以上が判明している場合は、本制度に依らず過半同意で貸付可
また、「誓約書（参考例）」利用等による知れたる共有者への意向聴取の 簡素化を提案
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（農業委員会による不確知共有者の探索フロー）
※農林水産省HP「所有者不明農地の活用について【事務マニュアル】一部抜粋・加工

①

②

２週間以内に２週間以内に

※登記名義人の戸籍簿の特定は①②のいずれか（どちらか一方という意味ではなく、①で
不明の場合は②の方法による）で行う

A

Ｂ

C

D

E

F

H

IorJ

G
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【探索について】
以下の手続を経て、 共有者（相続人）の住所地を特定するか、不明であることを確定させ

ます。

1) 登記名義人の戸籍の特定
【参考】 土地登記簿及び戸籍等の請求の根拠法令 農業委員会法第36条

法務局（登記所）から土地登記簿(A)を取り寄せ、登記名義人を確認します。
その後、以下のいずれか（※）の方法で登記名義人の戸籍簿を特定します。

① 登記簿には所有者の登記時の住所が記載されているので、住所地の市町村に住民票(B)
（又は住民票の除票(C)）の写しを請求し、本籍地を特定して、登記名義人の戸籍簿(D)
（又は除籍簿(E)）を請求し、特定します。 ⇐市町村外の場合５カ月程時間がかかる模様

② 分かっている共有者（相続人）の戸籍を特定し、相続関係を調べて、分かっている共有
者の先祖（登記名義人）の戸籍を入手し、特定します。
※①②のどちらか一方という意味ではなく、①で不明の場合は②の方法によることを指す
Ｑ．数人の共有名義の場合はどうするのですか︖
Ａ．それぞれについて探索します。分からない場合（相続人も不明で、住民票や除票も 消

除されている場合等）は、探索終了とし、不明であることを確定させます。
Ｑ．戸籍が特定できない場合にはどうするのですか︖
Ａ．共有者不明であることを確定させます。

2) 登記名義人又はその配偶者と 子の住所地の特定
【参考】 住基ネットを使用する場合の根拠法令 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定

める事務を定める省令第２条第53項
＜登記名義人が生存している場合＞

登記名義人の最終的な本籍地の市町村に対し、戸籍の附票(F)を請求して住所地を特定
します。（①により住民票の写しが入手できている場合は、住民票により住所地を特定
して構いません。）

＜登記名義人が死亡している場合＞
登記名義人の戸籍簿（又は除籍簿）により、登記名義人の相続人である配偶者と子の

存否を確認します。 配偶者と子がわかった場合、そのそれぞれについて、戸籍を調べま
す。（転籍や婚姻によって戸籍の新規作成があった場合には、新たな戸籍簿を取り寄せ
ます。） 最終的な本籍地の市町村に対し、戸籍の附票又は除附票を請求して住所地を特
定します。（※ 配偶者と子以外について探索する必要はありません。 ）

Ｑ．配偶者や子も亡くなっていたらどうするのですか︖
Ａ．戸籍の除附票が残っている場合、最終住所地が判明します。除附票が残っていない場

合、不明であるものと扱います。
Ｑ．配偶者と子以外について探索しなくてよい根拠はどこにあるのですか︖
Ａ．政省令で探索範囲を登記名義人の戸除籍に記載されている相続人までとしています。
※令和６年３月１日の戸籍法の一部改正により本籍地以外の市区町村の分の戸籍謄本等
を広域請求が可能となっています。ただし戸籍の附票はこれまで通り本籍地の市区町村
に請求する（＝やりとりに２週間程度の時間を要する）必要があります。

3) その他の共有者について
相談があった共有者（相続人）や、農地台帳に記載されている耕作者に対して、その

他に知っている共有者がいるかどうかを聞き取りを行い、共有者がいる場合には、その
住所地を聞き取ります。（必要に応じて住民票を請求します。）

なお、これらの者については、改めて戸籍等による探索を行う必要はありません。
Ｑ．どのような場合が想定されるのですか︖
Ａ．例えば、年賀状をやりとりする兄弟の存在などが挙げられます。
※相続人代表者に、ほかに住所まで知っている共有者を「誓約書（参考例）(G)」等で届
出てもらい、探索の範囲（配偶者と子）と相続人代表者が農地名義人の相続人の１人で
あることの確認以上に範囲を広げて相続関係説明図を作成することなく制度利用するこ
とも検討ください。
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相続放棄の確認方法等
探索によって判明した者が相続放棄をしているかの確認は、被相続人の最後の住所地の

家庭裁判所に照会。裁判所HPにある申請書に、被相続人等目録、被相続人の住民票除票
（本籍地表示）、照会者の資格を証明する書類、相続関係説明図、返信用封筒を添付して
請求。申請書の照会を求める理由欄の「その他」には（相続未登記農地の貸借を進めるに
あたり、法定相続人が相続放棄をしているかどうか確認する必要があるため）と記入。
なお、令和5年4月の民法改正で、相続放棄を行った相続人においても放棄の時に相続財産
に属する財産を現に占有しているときは、相続人や清算人に当該財産を引き渡すまでの間、
放棄してもなお管理義務があることが明確化されている（民法940条）。

また、相続財産清算人が選任されていないことの専用の確認方法は存在しませんが、官
報の確認又は全部事項証明書の取得により確認（確実ではないが後者が簡便）。

【同意取得について】
農業委員会は、探索によって判明した住所地に書類(H)を送付し、共有者であることの確

認と、促進計画案（機構に対して、40年以内の利用権を設定すること等）への同意取得を行
います。（既に分かっている人には別途同意をとって下さい。）

やり方は、簡易書留による書面の送付によって行うこととし（同一市町村内の場合には、
訪問によることもできます。その場合、訪問の記録を残しておくことが必要です。）、共有
者である旨の返信(IorJ)があれば、共有者として判明したものと扱います。

送付後２週間以内に返信がない場合には、不明者と扱って構いません 。（更なる聞き取り
や現地調査は不要です。）

送付書面の記載事項
○ ２週間以内に返信がない場合には、２か月間の公示を経て、機構に利用権が設定され
る可能性があること

○ 促進計画案に反対する場合であっても、自ら耕作する等により共有者不明農地の活用
を行わない場合には、農地法に基づく都道府県知事の裁定により、最終的に機構に利用
権が設定される可能性があること

同意取得の結果、
１．促進計画案に反対者がいない（判明した共有者がすべて同意している）場合

→ 農業委員会による公示(K)に進みます。
２．自ら耕作を行う等、当該共有者不明農地について活用意向を表明する者が現れた場合

→ 所有者不明農地制度の活用はできません。意思の表明があった日から６か月後に
速やかに営農状況を確認してください。

３．自ら耕作を行う等の予定がない上に、促進計画案に反対する者が現れた場合
→ 農業委員会から説得を行って下さい。説得しても同意いただけない場合には、遊

休農地のおそれのある農地として、農地法による公示に進んで下さい。その際、再度
探索する必要はなく、すぐに農地法による公示を行って構いません。

※自ら耕作できない以上、バンク法による貸付に反対しても、遊休農地化するおそれがあ
るため、結局、農地法による裁定手続きに移行し農地バンクが強制的に借受ることになる。
バンク法による貸付であれば地代が得られる（代表者に振り込れるのでその先の分配は共
有者間で調整）が、農地法の手続きの場合は法務局へ補償金が供託され地代を得られない
旨を説明し、反対者へ翻意するよう理解を求めてください。
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（住民票の除票と戸籍の附票）
・住民票の除票とは、転出や死亡などによって住民基本台帳から除かれた住民票です。
・戸籍の附票とは、本籍地において戸籍の原本と一緒に保存されている書類で、その戸籍
が編製された時から除籍されるまでの住所の履歴を記録したもの。その除票とは、本籍を
他の市区町村に移したり、死亡などにより戸籍内の全ての方が消除された附票のことです。

※令和元年6月20日の改正住民基本台帳法の施行により、住民票の除票及び戸籍の附票
の除票の保存期間が5年間から150年間に延長されています。ただし、施行日時点で既に
保存期間を経過しているもの（平成26年6月19日以前に消除又は改製したもの）は発行
できません。

【賃料と補償金等について】
バンク法に基づく手続きの場合、促進計画案作成の段階で賃料の支払先を予め決めておく

必要があります。一般的には共有者のうち現に管理している者（固定資産税等を払っている
等）が想定されますが、共有者間の話合いにより任意に設定することが可能です。

一方、農地法に基づく手続きの場合、後日所有者が判明した際に備えて、利用全期間分の
賃料相当額の補償金を一括で法務局に供託する必要があります（賃料は地域の平均的な賃料。
ただし圃場条件整備に要した費用等を差し引くことは可。なお、県内の先行事例では補償金
額を抑制するため10年以内の設定が多い）。

おって、農地法に基づく手続きの場合の知事の裁定時に、県が都道府県農業委員会ネット
ワーク機構（農業会議）に意見聴取（L）する（農地法第41条第2項）必要がある点にも御
留意ください。

【公示後の手続き】
バンク法に基づく手続きで公示期間中に異議がなかった場合や、農地法に基づく手続きで

公示によっても共有者の２分の１を超える持分を有する者が分からなかった場合は、農業委
員会は１週間以内を目途に農地バンクへその旨を通知します。
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（参考）農業委員会による所有者不明農地制度活用例

【制度活用に至った経緯】
・農地の受け手から、所有者不明農地を利用したい旨の相談が あった。
・登記名義人およびその配偶者は、いずれも既に死亡していた。
・相続人について調査した結果、相続放棄をしていることが判明した。
以上の状況から、所有者不明農地制度を活用することとなった。

※相続放棄済みであることの確認方法
・家庭裁判所に対し、相続放棄の申述の有無について照会を行う。
・照会先の家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地により異なる。

（家庭裁判所への照会時に提出する主な書類）
１．相続放棄の申述の有無についての照会申請書
２．被相続人等目録
３．被相続人の住民票の除票 (※本籍地が表示されているもの) 
４．照会者の資格を証明する書類 (例︓農業委員会会長名のあいさつ文 等) 
５．相続関係説明図
６．郵券貼付済み返信用封筒 (郵送での返送を希望する場合) 
７．「所有者不明農地（相続未登記農地）の活用について」【事務マニュアル】

※相続財産清算人が選任されていないことの確認方法
・相続財産清算人が選任されていないことを確認するための専用の申請書類は存在しな

い（家庭裁判所へ確認）。
【方法①】官報の確認（最も確実）

・官報は発行から90日を経過すると有料となる。
・多数の記事の中から該当案件を探す必要があり、事務負担が大き い。

【方法②】全部事項証明書の取得
・確実な方法ではないが、相続財産清算人が選任されている場合、 全部事項証明書

にその旨が記載されている可能性が高い。
【農業委員会の対応】

・方法①・②のうち、方法②を採用した。
・取得した全部事項証明書に相続財産清算人の記載がなかったため、「相続財産清

算人は選任されていない」と判断した

【制度活用の流れ】
１．農地バンク・農業委員会・ 農政担当課による事前打ち合わせ

↓
２．所有者等の探索 （配偶者および子、今回の事例では孫まで探索）

↓
３．２か月間の公示

↓ 
４．農地法第41条第１項に基づく通知（所有者等から申し出がなかった旨の通知）

【まとめ 】
・所有者不明農地制度は、一定の要件と手続きを踏むことで、所有者不明となっている農地
の有効活用を可能とする制度である。
・制度活用にあたっては、所有者等の探索、相続放棄の確認、相続財産清算人の選任状況の
確認など、事前確認を丁寧に行うことが重要である。
・相続財産清算人が選任されていないことの確認については、官報確認および全部事項証明
書の取得といった方法が考えられる。
・今後も関係機関と連携しながら、制度の適正かつ円滑な運用に努めていく必要がある。

※上記例は、相続人がいない（相続放棄した）場合の「所有者不明農地制度」の活用例であ
り、慎重な相続人の確認を行っています。

他方、相続人の１人以上が判明しているが、過半の同意取得は困難と見込まれる場合の
「共有者多数農地」の場合、探索の範囲を配偶者と子に限定し、かつ意向聴取の範囲を、貸
し手となる相続人が住所まで把握しているか、農地台帳等で判明している範囲にとどめ、時
機を逃さずに制度活用していくことも大切です。
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【A．土地登記簿（全部事項証明書）見本】

下線は所有者が変更されていることを
表しています
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【B.住民票 見本】
※本籍地を確認
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【C.住民票除票 見本】 ※本籍地を確認
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【D.戸籍簿 見本】 ※戸籍謄本（戸籍全部事項証明書）は家族関係・身分関係を確認する
ために取得（古い身分関係の場合、改製原戸籍の場合もあり）
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【E.除籍簿 見本】
※除籍簿は、その戸籍にいた人が全員いなくなった戸籍の原本
（死亡のほか、婚姻などで別の戸籍に移った場合もあるので、婚姻の
場合は、その移った先の戸籍を確認）
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【F.戸籍の附票 見本】 ※附票は住所の履歴を確認するために取得
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【不確知共有者の探索の要請様式（農地バンク→農業委員会）】※農地バンクの事務委託先の市町村・農業委員会の発意の場合省略可
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【G.「誓約書」参考例】 （相続人代表者→農業委員会）

32



（前頁からの続き）
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【H.促進計画への同意取得様式（農業委員会→判明した共有者）】
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（前頁からの続き）

※同意取得を求める相続人が１人だけの場合、赤括弧箇所は記載の省略可
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【I.促進計画への同意回答様式（判明した共有者→農業委員会）】
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【J.促進計画への異議申出様式例（判明した共有者→農業委員会）】
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【K.共有者不明農用地等に係る公示様式（農業委員会）】
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【公示結果通知様式（農業委員会→農地バンク）】

※農業委員会は、２分の１以上の共有持分を有する者が判明しないときは、分かっている
共有者の全ての同意を得て、促進計画案及び共有者不明農地に係る事項を、２か月間公示
します。公示については、各市町村の適切な方法により行い、市町村のホームページにお
いても掲載してください。

併せて、市町村のホームページのＵＲＬを農業会議までお知らせ下さい。農業会議より
全国農業会議所等へ連絡し「eMAFF農地ナビ」のホームページ上に、市町村のホームペー
ジへのリンク集を作成します。
【eMAFF農地ナビ】（https://map.maff.go.jp/Doc/OwnerUnknownLand ）
【市町村へお願い】 各市町村ごとに固定のＵＲＬを設定して下さい。ＵＲＬを変更した場

合には、速やかにご連絡下さい。
【参考】 農林水産省への公示情報の提供の根拠法令 農地バンク法第22条の５
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【L.知事裁定時の農業委員会ネットワーク機構への意見聴取例（都道府県→農業会議）】
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（前頁からの続き）
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（４）所有者不明農地制度の活用実績
全国及び本県の制度の活用実績は下表のとおりとなっており、まだまだ少ない

状況となっています。
しかし、令和７年４月以降、基盤法に基づく利用集積計画がバンク法に基づく

促進計画に統合され、一部の市町村で実施していた、他の共有者からの同意を得
ている旨の誓約書により、共有者一人による単独申請の取扱いはできなくなって
おりますので、名義換えや共有持分の過半同意による貸付が困難な場合は、「所
有者不明農地制度」の活用を御検討ください。

なお、地域計画の実現に向けて、所有者不明農地の利用に取り組む地区（農業
委員会）の取り組みを側面から支援する「所有者不明農地対策事業」が令和７年
度より都道府県農業会議に予算措置されました（支援地区数３〜４地区／年）。

「所有者不明農地制度」の活用等支援を希望される場合は御相談ください。
※農業委員会において所有者不明農地の利用に取り組む際は、機構集積支援事業
費をご活用ください。

本県の制度利用市町村貸付実績公示実績

面積件数面積件数

163ha282件252ha506件農地法全
国

57ha189件88ha387件農業バンク法

220ha471件340ha893件合計

霧島市,肝付町,曽於市,志布志市,奄美市,
瀬戸内町,和泊町（７市町村）

1.8ha8件2.1ha9件農地法鹿
児
島 鹿児島市,いちき串木野市,阿久根市,

東串良町,曽於市,志布志市,奄美市,
喜界町,和泊町（９市町村）

7.1ha31件29.2ha196件農地バンク法

（12市町村）8.9ha39件31.3ha205件合計

表 全国及び鹿児島県の所有者不明農地の活用実績（全国Ｒ６年３月末、本県Ｒ８年１月末時点）

※「農地バンク法」欄は令和５年４月以降は農地バンク法、それ以前は基盤法に基づく実績の合計。
また、ラウンドの関係で合計額と内訳の和は必ずしも一致しない。
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（参考）所有者不明農地対策事業 予算関連資料

↓農業委員会

↑農業会議

※R7年度は南さつま市、大崎町、宇検村、奄美市
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３ その他（関連法制度等）
（１）民法等一部改正法・相続土地国庫帰属法の概要

【所有者不明土地建物管理人】＝所有者が分からない不動産を適切に管理するため、利害関係者や自治体等が不動産の所在地を
管轄する地方裁判所で申立て、当該管理人から購入できる制度。家庭裁判所で申し出る【相続財産清算人】は全財産が対象とな
るため予納金が100万円以上かかるが、本制度の場合は対象の不動産に限定されるため30万円程度の予納金で済む利点あり
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未登記状態が長く続き合意形成
が困難な場合はまずはコレ！

「検索用情報の申出（かんたん・無料のスマート変更登記の手続）」
をしておけば登記官が２年に一度住民票と突合し職権で変更登記が可

９
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Ａ︓実はそうでもないんです。
施行から令和７年４月末までの２年間の申請は、全地目で3,732件、うち田・畑が

1,431件(38%)で最多となっております。地域別には関東が多く、また、申請があって
も却下される場合もあり、これまでに国庫帰属した農地は497件となっています。

なお、国庫帰属後は国が管理しながら、地域農業者への売却を進め、農地として活用
が見込めない土地は、農地以外の活用を検討することとしています。

ただし、令和６年１月26日付けで農林水産省経営局長から「相続等により取得した
土地所有権の国庫への帰属に関する法律に係る農地関係事務処理要領の制定について」
が発出され、農業委員会には、①法務局長等からの情報提供が行われた際のあっせんの
可能性検討、②法務局長等から資料提供依頼があった際の回答（農地台帳記載の有無、
使用収益権設定の有無等確認）、③地方農政局から照会があった場合の情報提供（都計
法区分、農地法地域区分、遊休農地に関する措置状況、農地あっせんの可能性）、④地
方農政局から照会の結果、申請地が農用地と判明した場合や、国庫帰属された場合にお
ける地域農業者へのあっせんの実施、⑤国庫帰属された農用地の管理及び処分の方針作
成にあたっての対応(現地調査への同行や地方農政局との意見交換)の役割が付与されま
した。

つまり、農業委員会には国庫帰属するまでと、帰属後も地域農業者へあっせんの役割
があることになりますが、国庫帰属した後だと競争入札となり、かつ無償譲渡は不可と
なるので、
ア まずは費用がかかることを説明（≒なるべく制度利用させない）
イ それでも国庫帰属希望の場合、なるべく申請段階でのあっせん をお勧めします。

果樹等の立木がある
場合や土地改良賦課
金対象地も不可

Ｑ 国に土地を明け渡す上、お金までとられるなんて国庫帰属制度を使う人は
いないんじゃないの？
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（２）登記情報連携システム
登記情報を自治体がオンライン取得できるようにする「登記情報連携システム」が

令和７年４月より運用開始されました（当面無料、将来的には利用料発生あり︖）。
本システムを利用すると
①登記事項証明書の省略（申請者の負担軽減）※法定添付資料に限る
②公用請求の代替（自治体の郵送や法務局等への旅費負担軽減）が期待できます。
利用は原則、情報政策推進担当部局等で取りまとめ自治体単位でデジタル庁に申請

が必要ですので、詳しくはデジタル庁にお問い合わせください。
※令和７年度から22農業委員会、次年度以降も含めると36委員会が利用予定です。
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（１）相続農地の届出義務があること、相続登記が義務化されたことを周知しよう︕
鹿児島の農業委員会リレーションシップ（１・５・一絵）活動で裏面のチラシ（県

農村振興課作成）を配布しよう。
※登記に関する専門的な相談や個別案件の相談は法務局や専門家（司法書士等）、
自治体等が行う（無料）法律相談時等に相談するようご助言を。

（２）相続登記を促進しつつ、既に相続から年数が経過し遺産分割協議や共有持分の過半
同意取得が困難な場合は「所有者不明農地制度」による利用を推進しよう︕
今後発生する相続分や相続から日が浅く遺産分割協議が可能な案件は相続登記が義

務化されたことを踏まえ、相続登記による名義換えを促進しよう。
一方で、既に相続から年数が経過し、遺産分割協議が困難な場合、安易に正規の手

続きを経ない相対契約とならないよう、共有持分の過半同意による貸付や「所有者不
明農地制度」による利用など農地法・バンク法に基づく正規の貸借を推進しよう。
※正規の手続きを経ない相対契約の実態はあるとしても、このような契約は無効であ
り、かつ刑事罰（農地法第64条第１項）の対象になりますので、農業委員会としては
あくまでも正規の手続きを呼びかけてください。

（参考）相続未登記農地（共有農地）への対応策
①売買や制約のない貸付、面工事を伴う基盤整備事業実施は全員同意
②貸借（農地法５年以内、バンク法40年以内）は、共有持分の１／２超
③所有者不明農地の公示による利用制度なら 法定相続人１人から、もしくは

所有者が全く確知できない場合も農地バンクを経由して貸借可
④持分の放棄（単独申請可・農地法許可不要）
⑤持分の売買（単独申請可・農地法の許可必要）

４ まとめ（農業委員会の対応）

（３）長期相続登記等未了土地解消事業
最終の相続日から50年以上かつ所有者の死亡後10年以上が経過した土地の法定相

続人の探索を登記官が実施することで「公共の利益となる事業」を推進する法務省事
業。土地改良事業のほか農地バンクを介した貸借、農業委員会による担い手への農地
集積、国や自治体の補助事業活用地も対象となります。事業活用を希望する場合は管
轄の法務局に申請ください（探索は申請の翌年度に実施）。 基盤整備等のため名義換え

が必要な場合は申請を！
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【鹿児島県農地整備課作成チラシ】
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【鹿児島県農村振興課作成チラシ】
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ら
南

西
に
約

3
8
0
k
m
下

っ
た
海

上
に
あ
る
奄

美
大

島
に
あ
り
、
北

部
に
位

置
す

る
笠

利
地

区
と
中

南
部

の
名

瀬
地

区
・
住

用
地

区
で
構

成
さ
れ

て
い
る
。
笠

利
地

区
は
基

幹
作

物
で
あ
る
さ
と
う
き
び

、
畜

産
が

盛
ん
で
、
名

瀬
・
住

用
地

区
は
果

樹
、
施

設
果

樹
・
野

菜
、
畜

産
等

を
主

体
と
し
て
い
る
。
奄

美
市

の
管

内
農

地
面

積
は

１
８
３
７
．
７
h
aで

あ
る
。

○
過

疎
地

域
に
よ
り
人

口
流

出
が
進

み
、
新

規
農

家
、
担

い
手

農
家

の
減

少
と
高

齢
化

に
よ
る
農

地
の
遊

休
化

、
非

農
地

化
が
問

題
と
な
っ
て
い
る
。

○
奄

美
市

農
業

委
員

会
の
体

制
（
令

和
８
年

３
月

１
日

）
農

業
委

員
１
４
名

（
う
ち
女

性
３
名

）
、
農

地
利

用
最

適
化

推
進

委
員

１
０
名

（
う
ち
女

性
４
名

）

２
所

有
者

不
明

農
地

対
策
事

業
の

取
組

３
取

組
の

結
果

と
今
後

の
方
針

○
相

続
権

を
有

す
る
者

が
１
０
０
名

以
上

存
在

す
る
見

込
み

。
○

相
続

人
の
一

人
を
代

表
者

と
し
、
所

有
者

不
明

農
地

制
度

等
に
つ

い
て
説

明
を
実

施
。
相

続
権

を
有

す
る
他

の
者

に
は
文

書
の
送

付
を
予

定
し
て
お

り
、
令

和
８
年

度
中

の
所

有
者

不
明

農
地

制
度

を
活

用
し
た
権

利
設

定
を
目

指
す

。
○

管
内

の
農

地
の
約

５
割

が
相

続
未

登
記

農
地

で
、
特

に
農

地
は
登

記
に
対

す
る
意

識
が
低

い
た
め
相

続
登

記
の
義

務
化

を
周

知
す

る
と
も
に
、
今

後
も
引

き
続

き
所

有
者

不
明

農
地

制
度

の
積

極
的

な
活

用
を
図

る
。

○
名

瀬
地

区
の
１
筆

1
,8
8
0
㎡

が
支
援

地
域

に
指

定
。

隣
接

す
る
農

地
を
耕

作
す

る
法

人
が
借

受
を
希

望
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
所

有
者

不
明

農
地

制
度

を
活

用
し
、
権

利

設
定

す
る
取

組
を
展

開
。

○
昭

和
１
０
年

に
登

記
名

義
人

が
死
亡

後
、
相

続
登

記
が
な
さ
れ
て
お

ら
ず

事
務

局
が
相

続
人

の
探

索
等

を
実

施
。

【
参

考
】
奄

美
市

農
業

委
員

会
の
所

有
者

不
明

農
地

制
度

の
活

用
実

績

令
和

元
年

度
：
１
筆

9
9
1
㎡

（
バ
ン
ク
法

）
令

和
２
年

度
：
２
筆

2
,0
5
5
㎡

（
バ
ン
ク
法

）

令
和

３
年

度
：
４
筆

4
,3
2
7
㎡

（
バ
ン
ク
法

）
令

和
６
年

度
：
１
筆

1
,0
2
1
㎡

（
農

地
法

）
合

計
：
８
筆

8
,3
9
4
㎡

赤
枠
が
支
援
地
域
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◯
所

有
者

不
明

農
地

制
度
を
活

用
し
た
集

約

宇
検

村
農

業
委

員
会

１
市
町

村
の

特
徴

・
状

況
等

担
い

手
へ

の
農

地
利

用
の

集
積

・
集

約
化

遊
休

農
地

の
発

生
防

止
・

解
消

新
規

参
入

の
促

進

そ
の

他

（
所

有
者

不
明

農
地

対
策

）

○
本

村
は

、
鹿

児
島

か
ら
3
8
0
ｋ
ｍ
南

の
洋

上
に

浮
か

ぶ
奄

美
大

島
の

南
西

部
に

位
置

し
、
農

地
は

1
3
5
h
aで

果
樹

を
中

心
に
さ
と
う
き
び

、
か
ぼ
ち
ゃ
、
畜

産
の
小

規
模

な
経
営

が
行

わ
れ
て
い
る
。

○
担

い
手

農
家

が
少

な
い
た
め
、
新

た
な
果

樹
主

体
の
営

農
を
志

す
有

望
農

家
に
よ
り
農

地
の
集

積
・

集
約

化
を
図

り
広

域
的

な
取

り
組

み
を
展

開
し
て
い
く
必

要
が
あ
る
。

２
所
有

者
不

明
農

地
対

策
事
業

の
取

組

３
取

組
の

結
果

と
今
後

の
方
針

宇
検
村

○
平

田
地

区
の
５
筆

2
,0
0
4
㎡

が
支

援
地

域
に
指

定
。

所
有

者
不

明
農

地
制

度
を
活

用
し
、
合

計
1
4
筆

5
,0
0
0
㎡

を
一

人
に
集

約
し
タ
ン
カ
ン
を
新

植
す

る

取
組

を
展

開
。

○
令

和
７
年

８
月

～
令

和
７
年

１
２
月

に
相

続
人

の
探

索
等

を
行

い
、

４
筆

1
,8
5
2
㎡

に
つ

い
て
令

和

８
年

２
月

か
ら
２
ヶ
月

間
、
所

有
者

不
明

農
地

の
公

示
。

○
所

有
者

不
明

農
地

制
度

を
活

用
し
た
集

約
の
取

組
を
集

落
の
話

し
合

い
活

動
で
周

知
し
た
結

果
、

支
援

地
域

以
外

の
３
地

域
で
も
集

約
化

が
進

み
農

地
バ
ン
ク
を
通

じ
た
転

貸
が
1
.5
h
aな

さ
れ
た
。

○
令

和
８
年

7
月

か
ら
担

い
手

へ
権

利
設

定
し
、
タ
ン
カ
ン
の
新

植
を
行

う
。

○
今

後
も
所

有
者

不
明

農
地
制

度
を
活

用
し
、
果

樹
園

地
の
ブ
ロ
ッ
ク
化

を
図
り
、
農

業
振

興
を
図

る
。

○
相

続
未

登
記

農
地

が
多

い
た
め
、
相

続
登

記
義

務
化

に
つ

て
の
周

知
に
努
め
る
。

着
色
部
分
が
集
約
化
す

る
農
地

（
う
ち
、
黄
色
が
所
有
者
不
明
農
地
制

度
を
活
用
）
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専
門
部

署
に
よ
る
相

続
調
査

事
務
の

効
率
化

薩
摩

川
内

市
建

設
政

策
課

用
地

グ
ル

ー
プ

１
市
町

村
の

特
徴

・
状

況
等

担
い
手

へ
の

農
地

利
用

の
集

積
・
集

約
化

遊
休

農
地

の
発

生
防

止
・

解
消

新
規

参
入

の
促

進

そ
の

他
（
所

有
者

不
明

農
地

対
策

）

２
薩
摩

川
内

市
に
お
け
る
所
有

者
不

明
土
地

対
策
の

取
組
と
工
夫

３
成
果

と
今
後

の
方

針

〇
薩

摩
半

島
の

北
西

部
に
位

置
し
、
本

土
地

域
と
甑

島
地

域
で
構

成
さ
れ

、
総

面
積

６
８
２
．
９
２
㎢

と
県

土
の

７
．
４
％

（県
1位

）の
広

大
な
土

地
を
有

し
て
い
る
。

農
地

は
、
７
，
０
２
３
ｈ
ａ
（う

ち
田

３
，
９
７
２
ｈ
ａ
、
畑

３
，
０
５
１
ｈ
ａ
）。

水
稲

を
中

心
に
畜
産

・茶
、
ゴ
ボ
ウ
な
ど
の

野
菜

等
と
の

複
合

経
営

が
中

心
に
行

わ
れ

て
い
る
。

〇
６
５
歳

以
上

の
農

業
就

業
者

は
全

体
の

５
９
．
２
％

と
、
農

業
者

の
高

齢
化

が
進

み
、
担

い
手

不
足

が
喫

緊
の

課
題

。
ま
た
、
鳥

獣
被

害
が

多
く
、
営

農
低

下
に
よ
る
耕

作
放

棄
地

の
増

加
が

み
ら
れ

る
。

〇
い
ち
ご
、
ご
ぼ

う
、
ら
っ
き
ょ
う
、
き
ん
か

ん
、
ぶ

ど
う
、
み

か
ん
、
茶

、
水

稲
を
市
重

点
品

目
と
定

め
、
耕

種
の

生
産

額
は

、
令

和
４
年

に
お
い
て
は

、
水

稲
は

減
少

し
た
も
の

の
、
果

樹
、
野

菜
等

は
増

加
傾

向
に
転

じ
た
。

○
薩

摩
川

内
市

で
は

、
課

長
間

の
協

議
に
よ
り
、
令

和
３
年

よ
り
市

建
設

政
策

課
が

農
地

中
間

管
理

事
業

に
係

る
相

続
調

査
を
一

手
に
引

き
受

け
て
い
る
。

○
現

在
は

市
建

設
政

策
課

の
用

地
グ
ル

ー
プ
内

の
会

計
年

度
任

用
職

員
５
名

と
支

所
会

計
年

度
任

用
職

員
８
名

の
計

１
３
名

が
担

当
。

専
属

的
に
業

務
を
手
掛

け
る
こ
と
で
１
年

も
経

つ
と
習

熟
度

が
高

ま
り
、
ミ
ス
も
減

る
な
ど
の

利
点

が
あ
る
。

○
案

件
は

空
き
家

対
策

を
手

掛
け
る
建

築
住

宅
課

な
ど
様

々
な
部

署
よ
り
持

ち
込

ま
れ

る
が

、
特

に
バ

ン
ク
事

業
を
所

管
す
る
農

業
委

員
会

か
ら
の

案
件

が
圧

倒
的

に
多

い
（
農

業
委

員
会

：
対

象
者

54
0人

・
完

了
者

数
40

7人
、
建

築
住

宅
課

：
対

象
者

25
人

・
完

了
者

数
17

人
）
。

○
各

部
署

は
概

ね
半

年
前

ま
で
に
案

件
の

調
査

・
作

成
を
依

頼
。
通

常
の

配
偶

者
や

子
世

代
ま
で
の

案
件

で
あ
れ

ば
２
～

３
カ
月

程
度

で
相

続
関

係
説

明
図

が
作

成
さ
れ

各
部

署
に
返

却
。
そ
の

後
の

利
用

や
持

分
計

算
は

提
供

を
受

け
た
各

部
署

が
処
理

す
る
。

○
薩

摩
川

内
市

で
は

令
和

６
年

度
の

農
地

中
間

管
理

事
業

の
転

貸
面

積
が

11
2.
4h

aで
対

前
年

比
27

6%
と
大

き
く
上

昇
し
て
い
る
が

、
市

建
設

政
策

課
用

地
グ
ル

ー
プ
が

作
成

し
た
相

続
関

係
説

明
図

を
活

用
し
相

続
未

登
記

農
地

の
過

半
同

意
取

得
に
よ
る
利

用
が

進
ん
だ
こ
と
も
一

つ
の

要
因

と
な
っ
て
い
る
。

○
同

市
で
は

、
令

和
７
年

度
よ
り
バ

ン
ク
法

に
基

づ
く
促

進
計

画
事

務
が

薩
摩
川

内
市

農
業

政
策

課
か

ら
農

業
委

員
会

に
移

管
し
た
も
の

の
、
引

き
続

き
市

建
設

政
策

課
に
よ
る
相

続
調

査
事

務
の

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
実

施
を
継

続
し
、
所
有

者
不

明
農

地
の

利
用

を
進

め
る
方

針
。
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